
埼玉県トライアスロン連合規約 
第１章 総  則 
 
第１条［名称］ 

本会は、埼玉県トライアスロン連合「SAITAMA TRIATHLON UNION（略称 STU）」と称す
る。 
 
第２条［事務局］ 

本会は、事務局を埼玉県内に置く。 
 

第２章 目的及び事業 
 
第３条［目的］ 

本会は、埼玉県内におけるトライアスロン競技を代表する団体として、トライアスロン競技
の普及及び振興を図り、以ってトライアスリートの心身の健全な発達に寄与することを目的と
する。 
 
第４条［事業］ 

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
1. トライアスロンに関する競技会及び各種大会の主催・共催・後援・主管・協力 
2. トライアスロンに関する競技会及び各種大会への代表参加者の選定・推薦 
3. トライアスロンに関する講習会の開催及び指導者の育成 
4. 一般スポーツ愛好者のトライアスロンへの参加の呼びかけ 
5. トライアスロンに関する機関誌及び刊行物の発行 
6. 日本トライアスロン連合（ＪＴＵ）への加盟 
7. 埼玉県体育協会、市町村体育協会への加盟 
8. その他本会の目的を達成するために必要な事業 
 
第３章 資産及び会計 
 
第５条［資産］ 

本会の資産は主として次のものから成る。 
1. 会員の会費 
2. 協賛企業等の協賛金 
3. 事業に伴う収入 
4. 寄付金品 
5. 上記資産から生ずる果実及び事務機・什器備品等の有体動産 
6. その他の収入 
 
第６条［資産の保管］ 

本会の資産は、理事会の管理下に置き理事長がこれを管理する。但し、理事長は資産のうち
現金については、定期預金等安全且つ有利な方法にて管理しなければならない。 
 
第７条［資産の取得・処分］ 

本会の資産は、理事会の承認の下に原則として自由に取得・処分することができる。但し、 
本会の事業遂行上支障を来たす虞のある重要な資産の処分は総会の承認を得なければならな
い。 
 
第８条［予算及び決算］ 
1. 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事会が作成し、理事長が総会に提出してその

承認を得なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 
2. 本会の事業計画遂行の結果に関する事業報告及び決算は理事会が作成し、監事の意見を付

して理事長が定時総会に報告し承認を得なければならない。 
 



第９条［義務負担及び権利の放棄］ 
本会が、新たに義務を負担し（借入金を含む）、または権利の放棄をしようとするときは、

理事会の承認を得なければならない。但し、その会計年度の収入を以て償還する一時借入金を
除くものとする。 
 
第１０条［会計年度］ 

本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 

第４章 会員・役員及び職員 
 
第１１条［会員］ 
1. 本会は、埼玉県内に原則として現住所、勤務先所在地など、活動の実体のあるものによる

会員及びジュニア会員を以て構成する。 
2. 会員とは、本会の主旨・目的に賛同し、本会所定の入会申込手続きにより入会を認められ

たもので、所定の会費を納付した 15 歳以上の男女をいう。ジュニア会員とは、会員と同
様の手続きを経て入会を認められた、小中学生をいう。 

3. 会員あるいはジュニア会員に、本会の主旨・目的を逸脱し本会の信用を著しく毀損する行
為があったときは、理事会において出席理事の３分の２以上の議決により、当該会員ある
いはジュニア会員を除名することができる。 

4. 本会の支部がある市町村に在住の会員及びジュニア会員は、原則として当該支部に所属す
るものとする。 

5. 会員あるいはジュニア会員本人の希望により、支部がある市町村に在住でも、当該支部に
所属しないことができる。 

 
第１２条［役員］ 

本会には、次の役員を置く。 
・理事長 1 名 
・副理事長 2 名 
・理事 27 名（理事長、副理事長含む）以内 
・監事 2 名以内 
 

第１３条［役員の選任］ 
本会の理事及び監事は、会員の中から総会で選出し、その他の役員は理事の互選で定める。

但し、監事は本会に対する理解者の中から選出することができるものとする。 
 
第１４条［顧問、名誉会長、会長、副会長、特別理事］ 

理事長は理事会の決議を経て会員または本会に対する理解者の内から顧問、名誉会長、会長、
副会長、特別理事を委嘱する事ができる。 
 
第１５条［役員の職務］ 
1. 理事長は本会の業務を総括し本会を代表する。 
2. 理事長に事故あるとき、又は欠けたときには、副理事長が理事長を代理してその職務を行

う。 
3. 理事は、理事会の構成員として第２５条の決議事項を議決する。緊急の必要ある場合には、

理事長・副理事長・事務局長・財務委員長を以って構成する緊急理事会がこれを議決する
ことができるものとする。但し、事前若しくは事後に理事会に報告することを要する。 

 
第１６条［監事の職務］ 

監事は、本会の業務及び資産に関し、次の各号に規定する業務を行う。 
1. 本会の資産の状況の監査 
2. 理事の業務執行の監査 
3. 資産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときの理事会への報告 
4. 決算書の監査及び総会における監査の結果報告 
5. 前３，４号の報告をするため必要があるときの理事会の召集 
 



第１７条［役員の任期］ 
1. 本会の役員の任期は２年とし再任を妨げない。 
2. 欠員を生じ、または増員の結果、選任された役員の任期は前任者または現任者の残任期間

とする。 
3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。 
 
第１８条［役員の解任］ 

理事会は、役員に次の各号の一つに該当する事由あるときは、出席理事の４分の３以上の議
決により役員を解任する事ができる。 
1. 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき。 
2. 著しく職務上の義務に違反し、または役員たるにふさわしくない言動があると認められる

とき。 
 
第１９条［事務局］ 
1. 本会の事務を処理するため事務局を置く。 
2. 事務局には事務局長の他に必要な職員を置く。 
3. 事務局職員の採否・解雇及び給与の決定等は理事会の承認を得て理事長が行う。 
 
第２０条［支部］ 
1. 県内の市町村に支部を置く事ができる。 
2. 支部は、県内の市町村を支部同士が重複することなく管轄する。 
3. 支部は原則として、管轄する市町村に在住の会員をその所属会員とする。 
4. 支部は、理事会の承認を得て、支部理事長を含む 3 名以上の支部理事を置く。 
 

第５章 総  会 
 

第２１条［総会］ 
1． 会員を以って構成される総会は、定時総会を年 1 回理事長が召集する（決算日より２ヶ月

以内）。 
2． 次の場合は臨時総会を開催する事ができ、理事長が召集する。 

・理事長が必要と認めた場合 
・理事会が開催を決議した場合 
・過半数の会員が開催を求めた場合 
 

第２２条［総会の決議事項］ 
総会では次の事項を決議する。 

1. 理事及び監事の選出 
2. 事業計画及び事業報告の承認 
3. 予算及び決算の承認 
4. 本会の解散 
5. 本規約の改正 
6. その他本会の事業遂行に重大な影響を及ぼす事項の決定 
 
第２３条［総会の定足数等］ 
1. 総会の定足数は会員の１０分の１以上とし、決議は出席会員の過半数とする。但し、いず

れも委任状による出席者を含む  
2. 会員が委任状により総会に出席しようとするときは、理事又は他の出席する会員に委任し

なければならない。 
 
第６章 理事会 
 
第２４条［理事会］ 
1． 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の３分の１以上から会議の目的事項を示

して請求のあったときは、理事長がこれを召集する。 
2． 理事会に付議する事項は、事前に理事に通知する。但し、緊急ややむを得ないと認められ



る場合はこの限りではない。 
 
第２５条［理事会の決議事項］ 

次に掲げる事項については、理事会でこれを決議する。 
1. 事業計画及び予算案の作成 
2. 事業報告及び決算書の作成 
3. 重要な資産の取得・処分及び借入金に関する事項 
4. その他第４条の事業の執行に必要な事項 
 
第２６条［理事会の定足数等］ 
1. 理事会の定足数は、理事の２分の１以上とする。但し、委任状による出席者を含む。 
2. 理事会の議決数は、原則として出席理事の過半数とし、可否同数のときは理事長の決する

ところによる。 
 
第７章 専門委員会 
 
第２７条［専門委員会の設置］ 
1. 本会の事業遂行のために必要があるときは、理事会の議決に基づき専門委員会を置く事が

できる。 
2. 前項の規定よる専門委員会の運営に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める細則に

よる。 
 
第８章 補  足 
 
第２８条［書類及び帳簿の備付等］ 

本会の事務局に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。 
1. 規約 
2. 役員及び事務局員の名簿及び履歴書 
3. 資産台帳及び負債台帳 
4. 収入支出に関する帳簿及び証拠書類 
5. 理事会及び総会の議事に関する書類 
6. 官公庁往復書類 
7. その他必要な書類及び帳簿 
 
第２９条［細則］ 
この規約についての細則はすべて理事会の議決を経て別に定める。 
 
付則 

この規約は１９９４年４月１日から施行する。 
改正規約は１９９５年４月１日から施行する。 
第２次改正規約は１９９７年４月１日から施行する。 
第３次改正規約は１９９８年４月１日から施行する。 
第４次改正規約は２００１年４月１日から施行する。 
第５次改正規約は２００３年４月１日から施行する。 
第６次改正規約は２００５年４月１日から施行する。 
第７次改正規約は２０１１年４月１日から施行する。 
 


